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取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

 

の  

の 育  

 

＜ １１ の ＞  

 

１ の 推進（ ）  

(1) じめ の の し に 実 の  

学校にお て、 じめ に できるようにするため、 等を通 

し、全ての教職員が、 の に立 て じめ 推進 に て

る じめ の 等に て 通 を図ることができるようにする。 

  ア 行 を けた が心 の を じて る 、 じめに 当 

すると る。 

イ 行 を けた が を じて で て 、相 の行 が

を 動で る に 、 じめに 当すると る。 

 じめ の学校で の に こり ると し、 じめの が こと

が で るとの を する。 

 相 の行 の 性や 性等を 性や 性、 の行 により けた  

の心 の の 、 の に応じて、 に向けた 応 るこ

とを する。 

(2) 学校 じめ 委員会 の機能  

   る じめに して、教員が で ことの 応を実 す 

るため、 じめ 推進 の により全ての学校に設置 て る 学校  

じめ 委員会 が、 の 等を たすことができるよう、機能の を図る。 

ア の 日等に て 会 を開催し、 の

や じめ 等の の推進 を する。 

  イ 全教職員に して、 の に る を に するよう 、 

を して、 に き、 じめを する。 

   た じめに て、実態に き、 のための 応 を する 

とと に、日 、 応の 等を する。 

   じめの 応 等に て、全教職員により ができるよう、  

等により を する。 

   じめに関する 、教職員 、 ア ケ 、 に  

よる 、 会 会の活動等、 じめの 等に向けた取 を 、推進 

するとと に、 の と を にし、 を する。   

(3) イ ア ケ よう じめ の活

の促進 

   が、 に す 等に して、東京都教育委員会が 開 した  

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

 

の  

の 育  

 

＜ １１ の ＞  

 

１ の 推進（ ）  

(1) じめ の の し に 実 の  

学校にお て、 じめ に できるようにするため、 等を通 

し、全ての教職員が、 の に立 て じめ 推進 に て

る じめ の 等に て 通 を図ることができるようにする。 

  ア 行 を けた が心 の を じて る 、 じめに 当 

すると る。 

イ 行 を けた が を じて で て 、相 の行 が

を 動で る に 、 じめに 当すると る。 

 じめ の学校で の に こり ると し、 じめの が こと

が で るとの を する。 

 相 の行 の 性や 性等を 性や 性、 の行 により けた  

の心 の の 、 の に応じて、 に向けた 応 るこ

とを する。 

(2) 学校 じめ 委員会 の機能  

   る じめに して、教員が で ことの 応を実 す 

るため、 じめ 推進 の により全ての学校に設置 て る 学校  

じめ 委員会 が、 の 等を たすことができるよう、機能の を図る。 

ア の 日等に て 会 を開催し、 の

や じめ 等の の推進 を する。 

  イ 全教職員に して、 の に る を に するよう 、 

を して、 に き、 じめを する。 

   た じめに て、実態に き、 のための 応 を する 

とと に、日 、 応の 等を する。 

   じめの 応 等に て、全教職員により ができるよう、  

等により を する。 

   じめに関する 、教職員 、 ア ケ 、 に  

よる 、 会 会の活動等、 じめの 等に向けた取 を 、推進 

するとと に、 の と を にし、 を する。   

(3) イ ア ケ よう じめ の活

の促進 

   が、 に す 等に して、東京都教育委員会が 開 した  
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取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

イ ア ケ よう じめ を に活

できるようにするため、学校における 等を通して、 を図る。 

ア が じめを けたとき、 じめを きしたとき、 じめを行 たとき に、 

のように す よ の を るき けとする。 

イ が じめを けたとき、 じめを きしたとき に、携行して る  

、 で 東京都 じめ相談 イ に相談でき

るようにする。

) た の 体 行動を促す の充実 

  が、 じめの に向けて、 、 し 、行動できるようにす 

るため、 の取 等を通して、教職員による への の充実を図る。 

ア 教職員が して の を するとと に、 が の

を め うことができる学 活動や 活動を に実 する。 

イ  会や 会による活動を通して、 相 の 関 が

るとと に、上 の を育 、 が め るようにする。 

 が、 じめを すために うす よ に て し う活動

を通して、 や ができるようにする。 

 じめ に向けた の取 の推進 を担うことができる

を育 する。 

 7 に、東京都教育委員会が した 東京 を 、

が 学校 や を することを通して、

を する の を に けることができるようにする。 

(5) 学校 じめ の  

  学校が、 じめ の取 を全教職員の 通実 の に に行 るようにす 

るとと に、 の取 に て 者や地域 等 を るように 

するため、 の取 等を通して、 学校 じめ を する。 

ア 学校 の に じめ の推進 を設 し、 に学校の取 の推進

に て、 、 者による 、 、 の 等を通して、

イ の で し、 学校 じめ を する。 

イ 当 の 者会、 学校 の会 、地域 会の会 等の機会

に、 学校 じめ の を するとと に、学校 や 学

校 り に して、学校の取 に ての を図る。 

(6) じめ の推進 の の  

  東京都教育委員会 、 学校における じめ の推進 に  

取 の を するため、 で じめの 応

のための を実 する。 

 

 に る の （ ）  

(1) のための学校の 応の  

  等の を するため、 の取 を通して、 の の  

を教職員全体で するとと に、 に る が る に して 、 

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

イ ア ケ よう じめ を に活

できるようにするため、学校における 等を通して、 を図る。 

ア が じめを けたとき、 じめを きしたとき、 じめを行 たとき に、 

のように す よ の を るき けとする。 

イ が じめを けたとき、 じめを きしたとき に、携行して る  

、 で 東京都 じめ相談 イ に相談でき

るようにする。

) た の 体 行動を促す の充実 

  が、 じめの に向けて、 、 し 、行動できるようにす 

るため、 の取 等を通して、教職員による への の充実を図る。 

ア 教職員が して の を するとと に、 が の

を め うことができる学 活動や 活動を に実 する。 

イ  会や 会による活動を通して、 相 の 関 が

るとと に、上 の を育 、 が め るようにする。 

 が、 じめを すために うす よ に て し う活動

を通して、 や ができるようにする。 

 じめ に向けた の取 の推進 を担うことができる

を育 する。 

 7 に、東京都教育委員会が した 東京 を 、

が 学校 や を することを通して、

を する の を に けることができるようにする。 

(5) 学校 じめ の  

  学校が、 じめ の取 を全教職員の 通実 の に に行 るようにす 

るとと に、 の取 に て 者や地域 等 を るように 

するため、 の取 等を通して、 学校 じめ を する。 

ア 学校 の に じめ の推進 を設 し、 に学校の取 の推進

に て、 、 者による 、 、 の 等を通して、

イ の で し、 学校 じめ を する。 

イ 当 の 者会、 学校 の会 、地域 会の会 等の機会

に、 学校 じめ の を するとと に、学校 や 学

校 り に して、学校の取 に ての を図る。 

(6) じめ の推進 の の  

  東京都教育委員会 、 学校における じめ の推進 に  

取 の を するため、 で じめの 応

のための を実 する。 

 

 に る の （ ）  

(1) のための学校の 応の  

  等の を するため、 の取 を通して、 の の  

を教職員全体で するとと に、 に る が る に して 、 
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取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

者や関 機関と連携して、当 の や の に向けて 実

応を行う。

ア 学 め に、教職員による や 談、 や のた

めのア ケ 等を実 し、 の を する。

イ に 等に や心 を た に て 、

に相談 の を する。

や 者との 談等を通して、 の 関 、 や 等

における 、 して る進 、 関 を めた における 等、

が 置 て る を する。

の学 等にお て、全 に して、 や が る 、

教職員に相談するよう る。

に る が じ る に て 、 者等に連絡をして当

の を めて するとと に、関 りの 教員等が、当

に を け、 や の に向けて支援して ことを る。

心 が る に て 、 学校 を活 す

る して、 、 支援 、 や の

関 者、当 の の 者、 員、地域 、 等

を 関 機関等の職員等と連携して、当 の心 や の と

る 担を する 等に て を行 、 の立 支援を

行う。

(2) 全 立学校の校 を とした 教育連絡会の開催

校 の により、学校における の取 が 図 に実

るようにするとと に、全ての教職員の の に する の向

上を図るため、全 立学校の校 を とした 教育連絡会 や、教職員

における 職 等を実 する。

(3) 学校における 教育の充実のための 教 の 活 の促進

に た の を 、全ての

に する のための教育の充実を図るため、 教育推進委員会 によ

る を て、 教 教育 （ ） を し、 学

校における 等で活 できるようにする。

 ー ンセ ー 教育相談 の の

（ ）

(1) 教職員 の充実

向の る 等に して、 の を ることができるよう

にするための を行うため、 を とした校 会や

会等の充実を図る。

(2) 相談しやす りの促進

が、 の や を相談しやす りを促進するため、

で にで 相談できる全教職員による学校教育相談体制の充実を図るとと に、

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

 

の  

の 育  

 

＜ １１ の ＞  

 

１ の 推進（ ）  

(1) じめ の の し に 実 の  

学校にお て、 じめ に できるようにするため、 等を通 

し、全ての教職員が、 の に立 て じめ 推進 に て

る じめ の 等に て 通 を図ることができるようにする。 

  ア 行 を けた が心 の を じて る 、 じめに 当 

すると る。 

イ 行 を けた が を じて で て 、相 の行 が

を 動で る に 、 じめに 当すると る。 

 じめ の学校で の に こり ると し、 じめの が こと

が で るとの を する。 

 相 の行 の 性や 性等を 性や 性、 の行 により けた  

の心 の の 、 の に応じて、 に向けた 応 るこ

とを する。 

(2) 学校 じめ 委員会 の機能  

   る じめに して、教員が で ことの 応を実 す 

るため、 じめ 推進 の により全ての学校に設置 て る 学校  

じめ 委員会 が、 の 等を たすことができるよう、機能の を図る。 

ア の 日等に て 会 を開催し、 の

や じめ 等の の推進 を する。 

  イ 全教職員に して、 の に る を に するよう 、 

を して、 に き、 じめを する。 

   た じめに て、実態に き、 のための 応 を する 

とと に、日 、 応の 等を する。 

   じめの 応 等に て、全教職員により ができるよう、  

等により を する。 

   じめに関する 、教職員 、 ア ケ 、 に  

よる 、 会 会の活動等、 じめの 等に向けた取 を 、推進 

するとと に、 の と を にし、 を する。   

(3) イ ア ケ よう じめ の活

の促進 

   が、 に す 等に して、東京都教育委員会が 開 した  
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取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

に、 や 者に して学校 の相談 を する。 

(3) 活 の推進 

  学校における を活 した教育相談の の充実を図るため、 

連絡会 を 、 置校校 担当 等を  

とした連絡会を 開催する。 

  

 の の に け の の （

）  

(1) 学校 の機能  

じめ、 校、 行 、 や 行、 における 育 の の

行動等に して、学校が 者、地域 、関 機関と に連携

して 応できるようにするため、 る として全 立学校に設

置 て る 学校 の の と機能の を図る。

(2) 活 の推進 

じめ、 校、 行 、 行や 、 における 育 の の  

行動等に して、 会 等の の を て を図ることができるように

するため、区市町村教育委員会への の 置を促進すると

と に、 の上が た に関する 等を とした

連絡会 を開催する。 

(3) や 相談所等の関 機関との連携の促進 

  ア 、 行、 こ を う じめ の行 に し、 により  

を図ることができるようにするため、 と学校との相 連絡制 や  

と東京都教育 の連絡会 を 、学校 、所 に に通  

することにより、連携して 応できるようにする。 

  イ における 育に する や が る 等に し、 支援 

により の を図ることができるようにするため、 等に  

き、学校 、地域の 相談所や 支援 等に に通 すること 

により、連携して 応できるようにする。 

 

＜ １  の の ＞  

 

１ 東京都 の ー 東京 ー の 推進（ ）  

(1)  等の の  

  ア 教育に関する推進校の設置 

    教育に関する取 や 実 を行 、 の を 開 

等により するために設置する。 学校、 学校、 等学校、  

支援学校等 する。 

  イ 教 の実  

    立 学校 200 校 を に を派遣し、 と の 者が に学 こと 

を とした を実 する。 

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

イ ア ケ よう じめ を に活

できるようにするため、学校における 等を通して、 を図る。 

ア が じめを けたとき、 じめを きしたとき、 じめを行 たとき に、 

のように す よ の を るき けとする。 

イ が じめを けたとき、 じめを きしたとき に、携行して る  

、 で 東京都 じめ相談 イ に相談でき

るようにする。

) た の 体 行動を促す の充実 

  が、 じめの に向けて、 、 し 、行動できるようにす 

るため、 の取 等を通して、教職員による への の充実を図る。 

ア 教職員が して の を するとと に、 が の

を め うことができる学 活動や 活動を に実 する。 

イ  会や 会による活動を通して、 相 の 関 が

るとと に、上 の を育 、 が め るようにする。 

 が、 じめを すために うす よ に て し う活動

を通して、 や ができるようにする。 

 じめ に向けた の取 の推進 を担うことができる

を育 する。 

 7 に、東京都教育委員会が した 東京 を 、

が 学校 や を することを通して、

を する の を に けることができるようにする。 

(5) 学校 じめ の  

  学校が、 じめ の取 を全教職員の 通実 の に に行 るようにす 

るとと に、 の取 に て 者や地域 等 を るように 

するため、 の取 等を通して、 学校 じめ を する。 

ア 学校 の に じめ の推進 を設 し、 に学校の取 の推進

に て、 、 者による 、 、 の 等を通して、

イ の で し、 学校 じめ を する。 

イ 当 の 者会、 学校 の会 、地域 会の会 等の機会

に、 学校 じめ の を するとと に、学校 や 学

校 り に して、学校の取 に ての を図る。 

(6) じめ の推進 の の  

  東京都教育委員会 、 学校における じめ の推進 に  

取 の を するため、 で じめの 応

のための を実 する。 

 

 に る の （ ）  

(1) のための学校の 応の  

  等の を するため、 の取 を通して、 の の  

を教職員全体で するとと に、 に る が る に して 、 
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   学 教 の  

    学校における学 や、学校と が連携して に し、 を に  

するための を育 ために、 教育を推進するための 教 を  

する。 

(2) イ 等の に関する を取り 実態の  

ア 学校 イ 等の の実  

    立学校全体を に学校 イ 等の を行 、 き 等に  

て 、 性 性に応じて 応し、都立学校 区市町村教育委員会等への  

や イ の 者への を行う。 

イ のイ の実  

    のイ における が て ること 、東京都 

の のイ の や のための の 、イ  

による 等の実態を する。 

 

＜その他の事務事業＞  

 

１ 東京都教育相談センターにおける教育相談事業の推進（ ）

(1) 相談、 所相談 による相談 

  ア 心 相談 

校 相当 の 育て、 じめ、 校等の 行動、体 、学校での 

ア 等、 や学校の教育に関 る や の を図る

ため、 、 所、 による相談を実 する。 

イ 等学校進 進 学相談 

都立 等学校に関する進 、 、 学、 等学校 等に関する  

を行うため、 や 所による相談を実 する。 

 東京都 じめ相談 イ  

じめ の を図るため、 や 者等を に、24 の  

相談を実 する。 

(2) 学校や への支援 

   ア ア イ の派遣 

じめ、 校等の の に資するため、 心 等の をア イ

として学校等に派遣する。 

イ 学 ア イ の派遣 

校等の の に資するため、 の し相 相 として、 

心 学や教育学等を学 で る 学 等を学校等に派遣する。 

 の実  

教職員等の教育相談に る資質の向上や校 の教育相談体制の充実を図るため、学 

校等 の に応じて所員等を派遣する。 

 学校等への 支援 

等に関 る や が した に、 、教職員、 者等
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の  

の 育  

 

＜ １１ の ＞  

 

１ の 推進（ ）  

(1) じめ の の し に 実 の  

学校にお て、 じめ に できるようにするため、 等を通 

し、全ての教職員が、 の に立 て じめ 推進 に て

る じめ の 等に て 通 を図ることができるようにする。 

  ア 行 を けた が心 の を じて る 、 じめに 当 

すると る。 

イ 行 を けた が を じて で て 、相 の行 が

を 動で る に 、 じめに 当すると る。 

 じめ の学校で の に こり ると し、 じめの が こと

が で るとの を する。 

 相 の行 の 性や 性等を 性や 性、 の行 により けた  

の心 の の 、 の に応じて、 に向けた 応 るこ

とを する。 

(2) 学校 じめ 委員会 の機能  

   る じめに して、教員が で ことの 応を実 す 

るため、 じめ 推進 の により全ての学校に設置 て る 学校  

じめ 委員会 が、 の 等を たすことができるよう、機能の を図る。 

ア の 日等に て 会 を開催し、 の

や じめ 等の の推進 を する。 

  イ 全教職員に して、 の に る を に するよう 、 

を して、 に き、 じめを する。 

   た じめに て、実態に き、 のための 応 を する 

とと に、日 、 応の 等を する。 

   じめの 応 等に て、全教職員により ができるよう、  

等により を する。 

   じめに関する 、教職員 、 ア ケ 、 に  

よる 、 会 会の活動等、 じめの 等に向けた取 を 、推進 

するとと に、 の と を にし、 を する。   

(3) イ ア ケ よう じめ の活

の促進 

   が、 に す 等に して、東京都教育委員会が 開 した  



 

Ⅳ　

平
成　

年
度
教
育
庁

　
　

  

主
要
事
務
事
業

69

29

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

の心のケアと学校における日常性を取り戻すことができるようにするため、所員等を

学校等に派遣する。 

（3） 教育相談体制の充実 

ア 都立学校への支援 

教職員の教育相談に関する資質の向上を通して、学校の教育相談体制や教育相談 

活動の充実を図るため、都立学校教育相談担当者連絡会を開催する。 

イ 教育相談機関との連携の推進 

東京都全体の教育相談機能の向上を図るため、区市町村教育委員会が設置する教

育相談機関との連携を促進し、地域の実態等に応じた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向４ 子供たちの健全な心を育む取組 

イ ア ケ よう じめ を に活

できるようにするため、学校における 等を通して、 を図る。 

ア が じめを けたとき、 じめを きしたとき、 じめを行 たとき に、 

のように す よ の を るき けとする。 

イ が じめを けたとき、 じめを きしたとき に、携行して る  

、 で 東京都 じめ相談 イ に相談でき

るようにする。

) た の 体 行動を促す の充実 

  が、 じめの に向けて、 、 し 、行動できるようにす 

るため、 の取 等を通して、教職員による への の充実を図る。 

ア 教職員が して の を するとと に、 が の

を め うことができる学 活動や 活動を に実 する。 

イ  会や 会による活動を通して、 相 の 関 が

るとと に、上 の を育 、 が め るようにする。 

 が、 じめを すために うす よ に て し う活動

を通して、 や ができるようにする。 

 じめ に向けた の取 の推進 を担うことができる

を育 する。 

 7 に、東京都教育委員会が した 東京 を 、

が 学校 や を することを通して、

を する の を に けることができるようにする。 

(5) 学校 じめ の  

  学校が、 じめ の取 を全教職員の 通実 の に に行 るようにす 

るとと に、 の取 に て 者や地域 等 を るように 

するため、 の取 等を通して、 学校 じめ を する。 

ア 学校 の に じめ の推進 を設 し、 に学校の取 の推進

に て、 、 者による 、 、 の 等を通して、

イ の で し、 学校 じめ を する。 

イ 当 の 者会、 学校 の会 、地域 会の会 等の機会

に、 学校 じめ の を するとと に、学校 や 学

校 り に して、学校の取 に ての を図る。 

(6) じめ の推進 の の  

  東京都教育委員会 、 学校における じめ の推進 に  

取 の を するため、 で じめの 応

のための を実 する。 

 

 に る の （ ）  

(1) のための学校の 応の  

  等の を するため、 の取 を通して、 の の  

を教職員全体で するとと に、 に る が る に して 、 


